
災害対策基本法【抜粋】 

 

○市町村地域防災計画 

第四十二条 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該

市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市

町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討

を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合にお

いて、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県

の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。 

 

①要配慮者、避難行動要支援者関係（平成２５年６月）（第４９条の１０～１３） 

 

(避難行動要支援者名簿の作成) 

第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、

又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その

円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援

者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難

行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は

身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施する

ための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」

という。)を作成しておかなければならない。 

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、

又は記録するものとする。 

一 氏名 

二 生年月日 

三 性別 

四 住所又は居所 

五 電話番号その他の連絡先 

六 避難支援等を必要とする事由 

七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事

項 

３ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、

その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて

特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

４ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要がある

と認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提

供を求めることができる。 

(平二五法五四・追加) 

(名簿情報の利用及び提供) 

第四十九条の十一 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規

定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿

情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために

内部で利用することができる。 

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計

画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法(昭和二十三年法律

第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百九条

第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に

携わる関係者(次項において「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供

するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情

参考資料 



報を提供することについて本人(当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。

次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動

要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、

避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を

提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人

の同意を得ることを要しない。 

(平二五法五四・追加) 

(名簿情報を提供する場合における配慮) 

第四十九条の十二 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を提供

するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対し

て名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当

該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

(平二五法五四・追加) 

(秘密保持義務) 

第四十九条の十三 第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報

の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員

その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であ

つた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

(平二五法五四・追加) 

 

②地区防災計画関係（平成２５年６月）（第４２条第３項・第４２条の２） 

 

(市町村地域防災計画) 

第四十二条  

３ 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内

の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区

居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要

な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その

他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)

について定めることができる。 

 

第四十二条の二  

地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画に地区防災

計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地

区防災計画の素案を添えなければならない。 

２ 前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)は、当該計画

提案に係る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない

場合に、内閣府令で定めるところにより行うものとする。 

３ 市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏ま

えて市町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、その

必要があると認めるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めなければなら

ない。 

４ 市町村防災会議は、前項の規定により同項の判断をした結果、計画提案を踏まえ

て市町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅滞な

く、その旨及びその理由を、当該計画提案をした地区居住者等に通知しなければなら

ない。 

５ 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災



計画に係る地区居住者等は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施するように努

めなければならない。 

(平二五法五四・追加) 

 

③指定緊急避難場所関係（平成２５年６月）（第４９条の４～６等） 

 

(指定緊急避難場所の指定) 

第四十九条の四 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総

合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める

基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類

ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。 

２ 市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当

該指定緊急避難場所の管理者(当該市町村を除く。次条において同じ。)の同意を得な

ければならない。 

３ 市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を、都道府県知事に

通知するとともに、公示しなければならない。 

(平二五法五四・追加) 

(指定緊急避難場所に関する届出) 

第四十九条の五 指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又

は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更

を加えようとするときは、内閣府令で定めるところにより市町村長に届け出なければ

ならない。 

(平二五法五四・追加) 

(指定の取消し) 

第四十九条の六 市町村長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は第四十九条の

四第一項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の規定による

指定を取り消すものとする。 

２ 市町村長は、前項の規定により第四十九条の四第一項の規定による指定を取り消

したときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 

(平二五法五四・追加) 

 

④緊急通行車両の通行の確保（平成２６年１１月）（第７６条の６） 

 

(災害時における車両の移動等) 

第七十六条の六 道路管理者は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接

し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路におけ

る車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行

の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、か

つ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定

めるところにより、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その他

の物件の占有者、所有者又は管理者(第三項第三号において「車両等の占有者等」と

いう。)に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他

当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置

をとることを命ずることができる。 

２ 道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、当該指定をした道

路の区間(以下この項において「指定道路区間」という。)内に在る者に対し、当該指

定道路区間を周知させる措置をとらなければならない。 

３ 次に掲げる場合においては、道路管理者は、自ら第一項の規定による措置をとる

ことができる。この場合において、道路管理者は、当該措置をとるためやむを得ない



限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。 

一 第一項の規定による措置をとることを命ぜられた者が、当該措置をとらない場合 

二 道路管理者が、第一項の規定による命令の相手方が現場にいないために同項の規

定による措置をとることを命ずることができない場合 

三 道路管理者が、道路の状況その他の事情により車両等の占有者等に第一項の規定

による措置をとらせることができないと認めて同項の規定による命令をしないこと

とした場合 

４ 道路管理者は、第一項又は前項の規定による措置をとるためやむを得ない必要が

あるときは、その必要な限度において、他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の

障害物を処分することができる。 

５ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、会社

管理高速道路の道路管理者に代わつて、第一項から前項までの規定による権限を行う

ものとする。 

６ 機構は、前項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わつてその権限を

行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。 

７ 機構は、第五項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わつて行う権限

に係る事務の一部を会社に委託しようとするときは、その委託する事務の円滑かつ効

率的な実施を確保するため、あらかじめ、会社と協議し、当該委託する事務の内容及

びこれに要する費用の負担の方法を定めておかなければならない。 

８ 地方道路公社は、公社管理道路の道路管理者に代わつて、第一項から第四項まで

の規定による権限を行うものとする。 

９ 第五項の規定により機構が会社管理高速道路の道路管理者に代わつて行う権限

は、道路整備特別措置法第二十五条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満

了の日までに限り行うことができるものとする。前項の規定により地方道路公社が公

社管理道路の道路管理者に代わつて行う権限についても、同様とする。 

(平二六法一一四・追加) 

 

⑤大雪警報等の情報伝達手段（平成２６年１１月）（第７６条の６） 

※参考関連条文…第５７条 

 

(警報の伝達等のための通信設備の優先利用等) 

第五十七条 前二条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものであ

る場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村

長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定めるところにより、電

気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者

がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信法

(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する有線電気通

信設備若しくは無線設備を使用し、又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二

条第二十三号に規定する基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくはインター

ネットを利用した情報の提供に関する事業活動であつて政令で定めるものを行う者

にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めることができる。 

(昭五九法八七・平元法五五・平二二法六五・平二五法五四・一部改正) 

 

⑥雪害に関する防災関係機関相互の連携（平成２６年１１月）（第７６条の６） 

※参考関連条文…第８条の２十二 

 

(施策における防災上の配慮等) 

第八条 

２ 十二 地方公共団体の相互応援及び第八十六条の八第一項に規定する広域一時

滞在に関する協定並びに民間の団体の協力の確保に関する協定の締結に関する事項 


